
新型コロナウイルス感染症に伴う支援策まとめ（主なもの）

売上減の影響を
受けた飲食店

鰺ヶ沢町飲食店経
営安定支援金

一律10万円
・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

売上減の影響を
受けた宿泊施設

鯵ヶ沢町宿泊施設
経営安定支援金

最大50万円
・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

売上減の影響を
受けた法人及び
事業者

鰺ヶ沢町持続化
給付金

法人：最大30万
個人：最大10万

・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

事
業
者
向
け

コロナウイルス
感染症対策をした

飲食店

鰺ヶ沢町飲食店
休業協力金

一律10万円
・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

収入減少が
大きい漁業者

鰺ヶ沢町漁業者
経営安定給付金

最大100万円
（申込期限8月31日）

・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

鰺ヶ沢町：令和2年8月24日時点

新しい生活様式
を実践している
事業者

青森県新しい生活
様式対応推進
応援金

一律10万円
・青森県新しい生活様式
対応推進応援金電話相談
窓口 0120-945-769
（平日09：00-17：00）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方や町民の
皆様を支援するための国・県・町で行われている各種制度等を
ご案内します。詳細については、各問い合わせ先へお気軽に
お問い合わせください。

売上減で
事業継続が困難

持続化給付金
中小：最大200万円
個人：最大100万円

・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-115-570
（毎日08：30-19：00）

売上減で家賃の
支払いが困難

家賃支援給付金
中小：最大600万円
個人：最大300万円

・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-653-930
（毎日08：30-19：00）

雇用の維持が
困難

雇用調整助成金
一律10割助成

（日額上限15,000円）

・青森労働局 017-721-2003
・お近くのハローワーク
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-60-3999
（毎日09：00-21：00）

事業を再開したい
小規模事業者
持続化補助金

最大150万円 ・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376

農林漁業の継続
に向けて

経営継続補助金
（農林漁業者が対象）

最大150万円

・農水省経営局経営政策課（全般）
03-6774-0576
・林野庁経営課（林業）

03-6744-2286
・水産庁水産経営課（漁業）

03-6744-2345

給
付
・
助
成

対象者 制度名称 概要 問い合わせ先

高収益作物次期
作支援交付金

最大5万円
(10a当たり)

・鰺ヶ沢町農林水産課

売上減で
資金繰りが困難

実質無利子・
無担保融資

無利子・無担保での
各種融資制度
（限度額有）

・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
政策金融公庫→ 0120-154-505（平日）
日本政策投資銀行→ 0120-598-600（平日）
商工中金→ 0120-542-711（毎日）
民間金融→ 0570-783-183（毎日）
・お取引があるまたはお近くの金融機関

売上減で保険料、
税の支払いが困難

猶予制度や減免
保険料や国税・
地方税の支払を
猶予・減免

・鰺ヶ沢町総合窓口課・ほけん福祉課
・お近くの年金事務所
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0570-077-322
（平日09：30-17：00）

貸
付
・
猶
予

高収益作物の
次期作へ向けて



全国全ての
人々に

個
人
や
世
帯
向
け

給
付

特別定額給付金 一律１人１０万円
（鰺ヶ沢町：8月19日まで）

・鰺ヶ沢町総務課
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ

0120-260-020
（毎日09：00-20：00）

子育て世帯の
方々に

子育て世帯への
臨時特別給付金

児童手当受給世帯に対して、
子ども１人当たり１万円の支
給（公務員は申請必要）

・鰺ヶ沢町ほけん福祉課

生活が苦しいひと
り親世帯の方々に

ひとり親世帯への
臨時特別給付金

児童扶養手当受給世帯等
に対して、５万円（第２子以
降は３万円）更に収入減の
場合５万円を加算

・鰺ヶ沢町ほけん福祉課
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-400-903
（平日09：00-18：00）

休業期間中、賃金
が支払われない方

新型コロナウイル
ス感染症対応休業
支援金・給付金

中小企業で働く従業員
に対して、月額最大３３

万円を支給

・青森労働局 017-721-2003
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-221-276

（平日08：30-20：00）
（休日08：30-17：15）

休業による収入減
で住居を失う
おそれのある方

住居確保給付金
原則３ヶ月（最長９ヶ
月）一定額を上限に
家賃を補助

・西北地域自立相談窓口
0173-34-3494
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-23-5572
（毎日09：00-21：00）

収入減で家計の
維持が困難

緊急小口資金・
総合支援資金

無利子・無保証人で
必要経費を貸付
（上限有）

・鰺ヶ沢町社会福祉協議会
0173-82-1602
・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-46-1999
（毎日09：00-21：00）

収入減で保険料、
税、公共料金等の
支払いが困難

猶予制度や減免
保険料や国税・地方
税、公共料金の支
払を猶予・減免

・鰺ヶ沢町総合窓口課
・鰺ヶ沢町ほけん福祉課
・お近くの年金事務所
・各種契約中の事業者

貸
付
・
猶
予

住まいの確保が
困難

住
居
・
就
労

県営住宅の提供
青森市、弘前市、八
戸市、五所川原市、
十和田市の県営住宅

・詳細は
県HPをご覧ください

副業や兼業を
検討

農業法人等の求
人情報を提供

栽培管理の補助作業
など、初心者でも
可能な作業

・農業労働力ワンストップ相談
窓口（（公社）あおもり農林業
支援センタ－） 017-733-3131

収入減により

授業料の支払等
が困難

学生支援緊急給付金
アルバイト収入により学費等
を賄っている学生に対して
最大20万円の支給

町内の飲食店を
応援

あじがさわ得々
応援めしチケット

町内飲食店で使用で
きるプレミアムが付い
たチケットを販売

・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

町内の宿泊施設
を応援

あじがさわ宿泊
キャンペーン

町内宿泊施設の割引
実施と買い物クーポ
ン券を贈呈

・鰺ヶ沢町政策推進課

町内事業者を
応援

町プレミアム
商品券

町内店舗で使用でき
るプレミアム付き商品

券の販売

・鰺ヶ沢町商工会
0173-72-2376
・鰺ヶ沢町政策推進課

教
育

経
済

新型コロナウイル
スに便乗した悪質
商法・詐欺

・消費者ホットライン （局番なし）188 （平日09：00-17：30、土・日・祝10：00-16：00）
・給付金関連消費者ホットライン 0120-213-188 （平日10：00-16：00）
・警察相談専用電話 ＃9110 （平日08：30-17：00）

こころの悩み事
・青森県立精神保健福祉センター「こころの電話」 017-787-3957、3958 （平日09：00-16：00）
・生活と健康をつなぐ法律相談（青森県障害福祉課申込専用電話）

017-734-9310 （月・水・金09：00-16：00）

新卒者内定取消
等特別相談窓口

・青森新卒応援ハローワーク 青森県観光物産館アスパム３階 （017-744-0220）

相
談

本チラシについての問い合わせ：鰺ヶ沢町役場総務課0173-72-2111（内線213）

授業料の減免制度
授業料等の免除・減免
（世帯要件有）

・文科省高等教育局学生・留学生課
03-5253-4111（代表）
・各学校の学生課や奨学金窓口

・日本学生支援機構
0570-666-301（平日09：00-20：00）
・各学校の学生課や奨学金窓口

対象者 制度名称 概要 問い合わせ先


